
       お       申       し       込       み       ・       お       問       い       合       わ       せ       先     

       

本       説       明       会       主       催       団       体       の       簡       単       な       説       明       の       後       、       
参       加       事       務       所       が       そ       れ       ぞ       れ       の       事       務       所       紹       介       を       
行       い       ま       す       。       配       布       資       料       を       参       照       し       つ       つ       ご       覧       
く       だ       さ       い       。     

       各       団       体       ・       事       務       所       説       明     

       参       加       事       務       所     

       

神       奈       川       総       合       法       律       事       務       所       、       川       崎       北       合       同       法       
律       事       務       所       、       川       崎       合       同       法       律       事       務       所       、       馬       車       
道       法       律       事       務       所       、       横       浜       合       同       法       律       事       務       所       、       
横       浜       法       律       事       務       所       （       予       定       ）     

       概       要     

       

県       内       で       、       人       権       問       題       に       取       り       組       む       「       町       弁       」       事       
務       所       に       特       化       し       た       就       職       説       明       会       で       す       。       7       0       期       
代       の       若       手       も       多       く       参       加       す       る       の       で       、       各       事       務       所       
の       生       の       雰       囲       気       を       感       じ       て       く       だ       さ       い       。     


